
「除草作業」仕様書 

１ 業務名 

除草作業 

２ 業務の目的 

適切な道路空間を確保するため、除草作業を行うものである。 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和 8年 9月 25日まで 

４ 履行場所 

京都市右京区一円 

詳細については、別紙１「位置図」別紙２「現況写真」を参照 

５ 業務内容 

① 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区宇多野法安寺町) 一式 

② 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区太秦安井車道町) 一式 

③ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区太秦木ノ下町)  一式 

④ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区山ノ内赤山町)  一式 

⑤ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区太秦森ケ西町)一式 

⑥ 除草作業(発生材運搬処分含む)(右京区常盤森町)一式 

詳細については、「作業留意事項」を参照 

６ 支払条件 

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認の

うえ、本業務に係る経費を支払う。 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WzXj6SHyzKon031L0vxWU1D1cDuP3h4&usp=sharing
https://www.google.co.jp/maps?q=35.026374691883134,135.70789096548168&amp;z=1」
https://maps.google.co.jp/maps?q=35.01787563204823,135.72196939133806&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.00745441492141,135.7156146613385&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.00505849885667,135.72479190499172&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.014714403925325,135.7122331254279&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.01798731674067,135.7141780414129&amp;z=1


作業留意事項 

共通事項 

１  作業着手の 2週間前までに、市担当職員へ実施予定日の調整を行う

こと。 

２  各除草箇所の施工時期については、要望状況に応じ適宜、監督員よ

り依頼を行う。 

 なお、監督員からの依頼がない場合、過年度実施時期を参考に作業

日の調整を行うこと。 

２  近隣住民や通行人との間で問題が生じないよう留意するとともに、

安全の確保に十分留意すること。 

３  フェンス等近接構造物に草等が這っている状況である場合、あわせ

て除草を行うこと。 

４  作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。 

５  作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に

連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損

害については、受注者の責任において対応すること。 

６  本作業完了後、完成書類等を速やかに作成しメール等にて本市担当

者に提出すること。 

  



特記事項(除草箇所① 右京区宇多野法安寺町) 

過年度実施時期 8月中旬ごろ 

１  隣接民地からでしか施工箇所に侵入できないため、事前に作業日時

の調整が必要となる。 

２  作業実施時には当日作業に入る旨を民地地権者へ声掛けが必要に

なる。相手方と所在地については、契約後共有する。 

３  作業箇所は施錠しており、鍵は担当職員より貸与する。 

４  防草シートの留め具に浮き上がり、テープの剥がれがあれば補修を

行うこと。 

 なお、留め具及びテープについては本市より支給を行う。 

特記事項(除草箇所② 右京区太秦安井車道町) 

過年度実施時期 8月上旬ごろ 

特記事項(除草箇所③ 右京区太秦木ノ下町) 

過年度実施時期 8月中旬ごろ 

１  除草作業箇所において一部施錠をしている区域がある。鍵は担当職

員より貸与する。 

２  防草シートの留め具に浮き上がり、テープの剥がれがあれば補修を

行うこと。 

 なお、留め具及びテープについては本市より支給を行う。 

特記事項(除草箇所④ 右京区山ノ内赤山町) 

過年度実施時期 9月上旬ごろ 

１  除草作業箇所において一部施錠をしている区域がある。鍵は担当職

員より貸与する。 

特記事項(右京区太秦森ケ西町) 

過年度実施時期 8月上旬ごろ 

１  作業着手の１週間前までに隣接する地域住民へ周知ビラの作成配

布を行うこと。 

 なお、周知ビラ配布前に市担当職員へ内容の確認を受けること。 

特記事項(右京区常盤森町) 

過年度実施時期 9月上旬ごろ 



別紙１ 

位 置 図 

除草箇所①(右京区宇多野法安寺町) 

 

除草箇所②(右京区太秦安井車道町) 

 

 

作業箇所  
 

https://www.google.co.jp/maps?q=35.026374691883134,135.70789096548168&amp;z=1」
https://maps.google.co.jp/maps?q=35.01787563204823,135.72196939133806&amp;z=1


別紙１ 

位 置 図 

除草箇所③(右京区太秦木下町) 

 

除草箇所④(右京区山ノ内赤山町) 

 

 

作業箇所  

  
 

https://www.google.co.jp/maps?q=35.00745441492141,135.7156146613385&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.00505849885667,135.72479190499172&amp;z=1


別紙１ 

位 置 図 

除草箇所⑤(右京区太秦森ケ西町) 

 

除草箇所⑥(右京区常盤森町他) 

  

 

作業箇所  
 

https://www.google.co.jp/maps?q=35.014714403925325,135.7122331254279&amp;z=1
https://www.google.co.jp/maps?q=35.01798731674067,135.7141780414129&amp;z=1


別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所①(右京区宇多野法安寺町)[作業前(過年度実施状況)] 

 

除草箇所①(右京区宇多野法安寺町)[作業前(過年度実施状況)] 

 

 



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所①(右京区宇多野法安寺町)[作業前(過年度実施状況)] 

 

除草箇所①(右京区宇多野法安寺町)[作業前(過年度実施状況)] 

 



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所②(右京区太秦安井車道町)[作業前(過年度実施状況)]  

 

除草箇所②(右京区太秦安井車道町)[作業前(過年度実施状況)] 

 

 



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所③(右京区太秦木ノ下町)[現況写真] 

 

除草箇所③(右京区太秦木ノ下町)[現況写真] 

 

 



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所④(右京区山ノ内赤山町)[現況写真] 

 

除草箇所④(右京区山ノ内赤山町)[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑤(右京区太秦森ケ西町)[現況写真] 

 

除草箇所⑤(右京区太秦森ケ西町)[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

  



別紙２ 

現 況 写 真 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

除草箇所⑥(右京区常盤森町)[現況写真] 

 

 


